
インボイス 制度のご相談は

津山商工会議所へ
適格請求書

事業環境変化対応型支援事業
国税庁インボイス　
特設コーナー⇨

津山商工会議所インボイス対策窓口
TEL：0868-22-3141
※このファイルは再生PPを使用しています。

インボイス制度は2023年10月1日より始まります。

・取引先の求めに応
　じてインボイスの
　発行義務あり
・免税事業者は
　インボイスの
　発行ができない

・適格請求書を受領
　しないと仕入れ税額
　控除がうけられない

売り手
インボイス
発行事業者

買い手

免税事業者

インボイス制度について

仕入れ税額控除について

免税事業者について

仕入先 自社 消費者

商品・サービスの仕入
代金　　  　200円
Ⓐ支払消費税 20円
支払合計　  220円

納付10円

納付30円

同じ取引でも納付額に
差が生じてしまいます。

代金　　  　300円
Ⓑ受取消費税 30円
受取合計　  330円

商品・サービスの販売

商品・サービスの購入

商品・サービスの販売

消
費
税

納
　
付

仕入先がインボイス発行事業者の場合
（Ⓑ受取消費税 30円ーⒶ支払消費税 20円）

仕入先がインボイス発行事業者でない場合
（税額控除ができないためⒷ受取消費税 30円）

免税事業者のままでいる

課税事業者になる
インボイス
発行
できる

インボイス
発行
できない

￥500,000
消費税　￥50,000

内  8％　　　   ￥0
　10％　￥50,000（

適格請求書


